
記載例 

千 

葉 

 

令和 2 年 12 月 10 日 

 

（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長 

 

 

候補者等 氏  名   千葉 一郎       印 

 

住  所   千葉市中央区千葉港２－Ｘ 

○○ビル 701号室 

（電話 043 － 245 － △△△△ ） 

 

               職  業   会社役員 

 

 

公職選挙法施行令第１１０条の５第４項の証票の交付を受けたいので、同条

第５項の規定により、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 公職の種類     政令指定都市の市議会議員 

 

 

２ 証票交付申請枚数    3 枚 

 

証 票 交 付 申 請 書 

市議・個人用 

認印で結構です。 

市議会議員、政党役員、 

団体役員、会社員、無職 

等の職業を記載します。 



この欄は記入せず、空欄のままお持ちください。 

証票を受領された方に、記載していただきます。 

 なお、証票の交付申請・受領は、代理の方でも結構です。 

添付書類も併せて 

提出してください。 

４ 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び

看板の類の枚数 

事 務 所 の 所 在 地 
立札及び看板 

の類の枚数 
※証票№ 

(記載不要) 

千葉市 中央 区 新宿２－△－□ 

 
１  

千葉市 中央 区 〇〇台 1-2-3 

 
２  

千葉市    区 

 

 
 

千葉市    区 

 
  

千葉市    区 

 
  

千葉市    区 

 
  

 

【添付書類】 

 ①政治活動用事務所の地図 

 

 

 

 

 

 

  

※記載不要（証票受領時に記載） 

私は、上記申請のとおり証票を受領しました。 

令和    年    月    日 

受領者  住 所  

     氏 名 

選管処理欄の 

ため、空欄と 

してください。 



すべての証票を返還された方は、以下は記載不要です。 

 

令和 2 年 12 月 10 日 

 

（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長 

 

候補者等 氏  名   千葉 一郎 

（注）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

住  所   千葉市中央区千葉港２－Ｘ 

           ○○ビル 701号室 

（電話 043 － 245 － △△△△ ） 

 

 

公職選挙法第１４３条第１６項第１号の政治活動のために使用する事務所に

係る立札及び看板の類に表示する証票を返還します。 

 

記 

 

１ 証票の返還に係る選挙の種別   政令指定都市の市議会議員 

 

２ 証票返還枚数    ６ 枚 

 

 

 

 

 

 

--------- 証票の一部または全部を返還できない場合は、以下に記載願います --------- 

 

 本日、返還できなかった旧証票（     枚）については、適切な処分を

行うとともに、公職選挙法等に抵触するような立札及び看板の類の掲示をしな

いことを誓約します。 

令和    年    月    日 

 

（あて先）千葉市選挙管理委員会委員長 

 

候補者等氏名  

（注）本人が手書きしない場合は、記名押印してください。 

 

市議・個人用 

証 票 返 還 書 



地図が複数枚必要となる場合は、様式をコピーしてください。 

様式は市ホームページからダウンロードできます。 

選管使用欄のため、記載不要です。 

事務所建物は、太線で 

囲んでください。 

略図の記載や住宅 

地図（写し）の貼付 

でも結構です。 

政治活動用事務所の地図 

 

候補者等氏名    千葉 一郎             

事務所の所在地 

千葉市 中央 区  新宿２－△－□ 

※証票№  

(記載不要) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「事務所」と「看板」の位置を示してください。 

 
（以下、記載不要） 

調査日時：    年   月   日    時   分 調査員： 

①証票の有無     有  ・  無 （                         ） 

②証票の種類・番号  正  ・  誤 （                         ） 

③看板のサイズ   規格内 ・ 規格外（                         ） 

④事務所の有無    有  ・  無 （                         ） 

⑤その他備考 （                                     ） 

遠景 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近景 

 

 

 

 

 

 

個人用 

  看板  


